
令和元年度　武雄市立北方小学校　学校評価結果

１　学校教育目標 ２　本年度の重点目標

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

○業務効率化の推進

・校務支援システムや校務サーバーを活用し業務デー
タの共有化をさらに進め効率的な業務遂行に当たる。
・業務内容に軽重を付けるとともに，優先順位を明確に
した業務遂行に努める。
・終了時間を意識した業務遂行を呼びかける。
・毎月、職員に勤務記録表を配布することにより、前月
より超過勤務時間減少を目指した働き方を意識させる。

・時間外勤務削減のために定
時退勤日には、掲示物や声
掛けなどで呼びかけを行っ
た。また、毎月、勤務記録表
を配布したことで、自分の働き
方について職員の意識が高
まりつつある。しかしながらま
だまだ時間外勤務が多いの
で、引き続き声掛けを行い実
践につながる取組が必要であ
る。

・時間外勤務の削減を目指し、行事の厳選、
見直しを行う。
・職員へ時間外勤務時間を伝えるだけでなく、
月の目標時間を設定し、周知する。また定時
退勤日の更なる周知・徹底を図る。

○服務規律の保持

・職員会議や職員連絡会において定期的に綱紀粛正と
服務規律の保持について取り上げ，職員に自己の生
活，自動車運転を振り返る場を設け，不祥事案発生防
止に努める。
・コンプライアンス徹底に関する研修を行うとともに，教
職員が相互に声を掛け合い意識を高め合う雰囲気の醸
成に努める。

・職員会議では危機管理とし
て、県から配信された資料を
配布し、服務規律の保持を指
導した。
・コンプライアンスの徹底につ
いて、自分を、また家族を守
るために日頃から心がけるこ
とを呼びかけたことで、職員
の意識も高くなってきた。

・文書を配布しての指導だけでなく、職員室内
の掲示することで、日頃から服務規律の保持
を意識させるようにする。

○教職員の資質向
上

○指導力の向上

・月に２回以上の校内研究会を開催し，全員１回は研究
授業を行う。その際，学年グループ及び全体での指導
案検討会及び模擬授業を行い，授業の質の向上を目指
す。
・講師招聘による授業研究会を開催し，指導助言を仰
ぐ。
・中学校と連携し９年間で育む学力について，全職員が
共通理解の下研究に取り組むことができるような体制
作りを行う。

・概ね月に２回の校内研究の
時間を設定することはでき
た。また全員１回の研究授業
も行うことができた。研究授業
の際には、事前の指導案検
討会を開いて授業の質を高め
ることができた。
・全体授業を３回実施して、い
ずれも講師招聘を行い、指導
助言をいただき、その後の授
業づくりに生かすことができ
た。
・研究組織を中学校と同一に
して研究を進めることができ
た。

・意欲的にお互いに授業を見合ったり指導に
ついての情報交換ができるような組織作りや
研究の在り方が必要となる。
・中学校との連携を今後も取り合い、９年間を
見越した共通の指導ができるとよい。

○学校管理下の安全点
検及び安全指導

・校内及び校区内の危険な場所について，現地を確認
させながら指導を行う。
・各種危機に臨機応変に対応するために，交通安全教
室，地震避難訓練，火災避難訓練，不審者対応避難訓
練などの実践的な場を設定し，児童の危険予知力を育
てる。
・校区内の安全点検，通学路安全点検などを学期に１
回は行い，「安全マップ」「危機管理マニュアル」を見直
す。
・校内の安全点検を確実に実施し，不具合がある場合
は速やかに対処する。
・校舎改修に伴う工事に関して，注意を促す。

・全職員・警察・消防・市役所
などと連携して避難訓練や交
通安全教室を行うことができ
た。
・月1回の安全点検を確実に
行うことで，不具合に対して速
やかに対応することができ
た。
・児童の安全確保のために緊
急を要する場合は，校内放送
や対象児童の呼び出すことで
注意喚起を行うことができた。

災害が多くなってきているので，児童の自助
の意識を高め，危険予知力をさらに養う必要
がある。そのためには，校区内のハザード
マップなどを活用した危険個所の認知を徹底
する。

○食物アレルギー等への
対応

・児童個々の食物アレルギーについて正確に把握する
とともに，教職員間で確実な情報の共有を行う。
・アレルギー調査回収を確実に行い，それぞれの児童
に関するアレルギー情報を集約し，必要に応じて，家庭
へのおたよりの配布する。
・アレルギー対応が必要な児童に関しての保護者チェッ
ク済み献立表を掲示し，誰がどのクラスの給食指導に
行っても事故を起こさないよう周知を図る。
・食物アレルギーに対応して献立作りが行われているこ
とがわかる献立表の作成・配布を実施する。

・  今年度もアレルギーによる
事故発生0件である。栄養職
員および養護教諭を中心に
情報の伝達･確認が行われて
きていることにより未然に防
がれている。
 ・  栄養職員が毎月食物アレ
ルギー対応が必要な児童に
関して、保護者，担任等と連
携をとり、さらに給食センター
でのチェックを確実に行った。
 ・  現在、激しいショックを引
き起こす対象児はいないが，
成長に伴う体質の変化により
変化していくこともあることか
ら，突然の発生も視野に入
れ，常に危機感をもって全職
員が対応を周知しておくこと
が必要である。

・  年度当初にアレルギー対象児の共通理 解
を図るとともに，対象児それぞれの対応 につ
いてのリストを作成し各教室に配備する。
・突然の発生時に備えてアレルギー緊急対応
マニュアルの確認も行う。

●学力の向上 ○基礎・基本の定着

・日々の学習指導において漢字活用の状況を把握し適
宜指導を行うとともに習熟・定着を図る家庭学習に取り
組ませる。
・3年生以上の教室に辞書を常設し，すぐに活用する習
慣付けを行う。
・ 基礎基本の習得とそれを活用した思考力・判断力・表
現力などを高めるための授業の在り方について研修を
深め，授業実践に生かす。
・学年グループ及び全体での指導案検討会，模擬授
業，講師招聘による授業研究会を行い，授業の質の向
上を目指す。

・各学年とも実態に応じて課
題を与え，家庭学習に取り組
ませることができた。漢字の
読み書きはある程度身につい
ているが，国語全体としては，
全国委正答率の下回る学年
があり，基礎基本の定着が十
分とは言えない。
・校内研究のテーマに沿って
グループ学年や全体で授業
研究会に取り組み，授業を実
践することができた。
・漢字検定テスト，計算力テス
ト日ついては，市販テストのま
とめテストを活用して取り組
み，おおむね達成できた。

・既習の漢字や言葉が文章を書くにも使える
ように，漢字の使い方を感がせさせるなど課
題を出し方を工夫していく。
・校内研究で取り組んだ学び合いを各教科の
中でもさらに取り入れて高めていく。

●いじめの問題へ
の対応

○「いじめ」をなくす風土
づくり

・毎週水曜日の職員連絡会を生活指導の情報交換会と
位置付け，児童の生活や気になる子の様子に関しての
情報を共有し，全職員で足並みをそろえた指導を行う。
・具体的目標と手立てを明確にした学級経営案を作成し
実践する。また，学期末には実践を振り返り，次学期に
向けて計画を見直す。
・一人一人を大切にし，個性を生かした学級づくりを行
う。
・スクールカウンセラーによる児童理解に関する職員研
修会を行う。
・全学級が道徳の授業を公開する授業参観日(ふれあ
い道徳)を設定する。
・道徳の時間を要とした全教育活動の中で感性を育む
体験活動を実施し，いじめを生み出さない人間関係づく
りを行う。
・授業において互いに認め合い高め合う学習活動を設
定することを通してよりよい人間関係を構築する。

・毎週職員連絡会で情報交換
を行い，気になる児童につい
て共通理解を図ることができ
た。しかし，中には担任対応
だけでとどまり，改善を図るこ
とが難しい児童もいた。
・年度初めに学級経営案を作
成し，一人一人を大切にする
学級づくりに努め，各学級の
取り組みについて職員で交流
会を持つことができた。
・スクールカウンセラーによる
職員研修会，授業参観日（ふ
れあい道徳），人権集会に向
けての人権学習やスローガン
作り，集会での友達を大切に
する学習など計画的に実施
し，よりよい人間関係づくりに
努めることができた。

・職員連絡会で出された児童については，そ
の後の対応や変化について把握し，場合に
よっては支援会議を設けたり専門機関につな
げたりする。
・学級経営案に評価を記入するところがある
が，年度途中での記録は実際行っていないの
で，実情に合ったものに変更し軽減を図る。
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A

A
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学
校
運
営

・学習した内容について
標準検査問題において通
過率85％以上を目指す。

・自校作成「漢字検定テス
ト」「計算検定テスト」の定
着率90％を目指す。

・いじめ認知0件を目指
す。

教
育
活
動

○　質の高い教育活動の推進
　　　・学び合い高め合う教師集団「チーム北方小」の育成
　　　・学力向上のための取組の推進
○  地域と共に伸び行く学校づくりの推進
　　　・北方町が大好きな子どもの育成
　　　・地域との連携
      ・幼保小・小中連携

●業務改善・教職
員の働き方改革の

推進

・教職員の綱紀粛正と服
務規律の保持に努め，不
祥事案の発生0件を目指
す。

・全教科で「西部型授業」
を実践し，言語活動を設
定することを通して活用
力が高まったと自覚する
児童を85％以上にする。

○危機管理

・学校管理下における児
童の事故報告0件を継続
する。

・食物アレルギーが原因
となる事故発生0件を継

続するとともに，学校での
食物アレルギーへの対応
についての情報発信を行

う。

３　目標・評価

B

①質の高い教育活動の推進

具体的目標

・時間外業務を20％削減
する。

達成度

B

かしこく・やさしく・たくましく・ふるさとを愛する児童
の育成

重点目標を具体的に評価するための項目や指標を盛り込む

達成度 Ａ：ほぼ達成できた

Ｂ：概ね達成できた

Ｃ：やや不十分である

Ｄ：不十分である

資料



○教育の質の向上
に向けたICT利活用
教育の実施

○授業におけるICT機器
の積極的な活用

・ＩＣＴ機器を活用した授業を行うことを見通した指導計
画を立案する。
・保護者授業参観等で，ＩＣＴを活用した授業を公開す
る。
・ＩＣＴ機器の利活用及びスマイル動画及びデジタル教
科書の効果的な利用方法に関する研修を適宜行う。
・プログラミング教育についての研修を行い，教師の意
識を高めると共に共通した取組を実施する。

　・ICT利活用技術向上やプロ
グラミング教育に関する研修
会は教職員向けに開催した。
また,児童に対する情報モラ
ル,インターネットのマイナスの
部分やSNSの適切な活用の
仕方について指導する予定で
ある。
・児童のインターネットやSNS
の利用状況の把握は行えて
いない。
・保護者に対する情報モラル
に関する啓発活動についても,
行えていない。保護者が一堂
に会した時に指導することが
望ましいが,学年担任は中々
行えない。

情報モラルに関しては,学年ごとに指導用教材
を用意し,学級活動の時間に担任に指導して
もらうようにする。
PTA総会の際などに,情報モラルについて,短
時間でもいいので啓発活動を行う。

○特別支援教育 ○特別支援教育の推進

・校内委員会や特別支援教育に関する研修会を実施す
ることで教職員の資質向上を図る。
・ＰＴＡ総会や各種集会等で説明を行うとともに，学校長
からの「学校だより」により特別支援学級の取組等を紹
介し，保護者へ啓発を行う。
・巡回相談・通級教室，専門機関等に関する情報を保護
者へ紹介し，利用を進めるとともに，ＳＣやＳＳＷ及び養
護教諭，教育相談担当者と連携しながら特別支援教育
の効果や必要性を啓発していく。

・特別支援教育に関する職員
の研修会を実施し，職員の共
通理解を図り，児童への支援
向上ができた。
・特別支援学校と連携し，巡
回相談を年間5回実施した。
その中で保護者面談も行っ
た。
・新入学児童保護者会で，特
別支援教育について説明を
行った。

・PTA総会で，保護者向けに特別支援教育に
関する研修会か担当の話をし，保護者への
啓発を行う。
・学校長の「学校だより」で，特別支援学級の
取り組みを紹介してもらい，保護者に理解して
もらう。

領域 評価項目
評価の観点

（具体的評価項目）
具体的方策

成果と課題
(左記の理由）

具体的な改善策・向上策

学
校
運
営

○開かれた学校づく
り

○開かれた学校づくりの
推進

・学級通信や学校だよりを通して学校教育目標や学校
行事，学習の様子を知らせる。
・学校ＨＰ（Facebook等）で行事予定や活動の記録など
を公開する。
・地域の方々へは区長会や婦人会，民生児童委員会等
の会合で説明を行う。

学級通信など文書では学校
の行事、児童の様子を伝えて
きたが、HPでの紹介が不十
分であった。

・学校目標をPTA総会や学級だよりで保護者
に伝えているが、まだまだ不十分である。学
校目標に関連した教育活動を行っていること
を丁寧に伝えていく。

●志を高める教育

●自らの夢や目標の実
現に向けて努力しようと
する気持ちを育む教育活
動の推進

・総合的な学習に時間や生活科の時間などに地域の教
育資源や人材等を活用した体験活動し，継続した活動
を行う。
・地域の人材リストを作成して周知することで，担任や
児童が地域を知ることにつなげる。

地域の教育資源や人材を活
用した教育活動は以前から活
発に行われてきた。今年も全
学年、地域の特色を感じる活
動を行ってきた。児童にとって
は昨年まで行われてきた学習
ということもあり、地域に愛着
を感じるところまでは至ってい
ない。

・学習のはじめに学習活動のめあてをはっき
り持たせ、活動に取り組ませ、また学習後の
振り返りをしっかりさせることが必要である。

●学力の向上
○授業と家庭学習とのつ
ながり

・帰宅後の時間の使い方を意識させる「タイムマネジメ
ント」を発達段階に応じて取り入れ，有効な時間の使い
方を身に付けさせる。
・学級通信や家庭訪問及び懇談会等を利用して，家庭
学習の取り組み状況を知らせるとともに，実態に応じて
保護者の関わり方について啓発を行う。
・生活アンケートを前後期に実施し，アンケート結果を発
信して，よりよい家庭環境や学習習慣確立に向けての
啓発を行う。

・毎月１日をノーテレビ，ノーゲームデーとし，保護者に
協力の呼びかけを行い，家庭学習や読書を勧める。
・「武雄市おすすめの本」を紹介し，優先的に読書を奨
励する。

「宿題」に関する評価では、児
童の評価は3.6で高い数値を
示している。一方、読書につ
いての評価は、教職員、保護
者、児童共に3.5を下回ってい
る。学校と家庭とが連携しな
がら読書活動を推奨していく
必要がある。

・家庭学習の定着が不十分な家庭に対し、個
別に支援を行う必要がある。担任のみが行う
のではなく、学力向上チームを始めとして組
織ぐるみで対応する。

●心の教育 ○あいさつ運動の推進

・スローガン「なかよし学校日本一」の実現の第一歩が
あいさつを互いに交わすことであることを児童に周知・
徹底させる。
・道徳の授業や学級活動を通してあいさつは互いのコ
ミュニケーションの幅を広げるきっかけになることを実感
させる。
・校門でのあいさつ運動への自主的参加者を称賛する
ことにより他児の自発性を促していく。
・実践力を高めるために，立ち止まって礼をすることを目
標とし，具体的に挨拶の仕方を児童に示す。

挨拶については、教職員、保
護者、児童とも3.3、3.4で前年
度より少し向上している。
地域連携については児童の
数値が高く、地域と連携した
体験活動の良さを児童は感じ
ているようである。

・生活の担当からも、全校朝会で学校スロー
ガンについて話し、まずはスローガンを意識し
ようとする気持ちをもたせる。
・ハイタッチ挨拶や立ち止まって礼をする児童
を、給食時の放送や朝会等で紹介し、内発的
に取り組もうとする意識づけを行う。

○教育の質の向上
に向けたICT利活用
教育の実施

○情報モラルの指導

・児童や保護者へのアンケートを実施し，携帯電話，携
帯ゲーム機，インターネット環境などについての実態を
把握する。
・ICT利活用技術向上及び情報モラルに関する職員及
び保護者の研修会を開催し，インターネット活用上の留
意点やその指導法に関する理解を深め，懇談会やお便
りを通して保護者へも啓発する。
・インターネットのマイナスの部分やSNSの適切な活用
の仕方について指導する。

児童を取り巻くネット環境の変
化に情報モラルが重要となっ
ている。教職員の数値が低い
のは、学校での指導だけでな
く保護者への啓発が十分でな
いと感じているためだと思わ
れる。

情報モラルに関しては,学年ごとに指導用教材
を用意し,学級活動の時間に担任に指導して
もらうようにする。
PTA総会の際などに,情報モラルについて,短
時間でもいいので啓発活動を行う。

B

B

B

B

・地域に愛着を持っている
と回答する児童を８０％以
上にする。
・地域の特色を感じる体
験活動を全学年1回以上
実施する。

・家庭学習実施率100％
を目指す。

・低学年150冊，中学年
120冊，高学年100冊の読
破100％を目指す。

・特別支援教育のねらい
や意義，本校での方針や
取組について認識してい
る保護者を９０%以上にす
る。

教
育
活
動

B

B

C

・情報モラルを理解し，
ICT機器の適切な活用の
仕方を身に付けさせるた
めの指導を学期に１回以
上実施し，家庭への啓発
も同時に行う。

②地域と共に伸び行く学校づくりの推進

・毎日1単位時間以上，授
業参観において1回以上
タブレット端末，電子黒板
等の機器を活用した授業
を実施する。

達成度

教
育
活
動

具体的目標

・本校の教育目標及び教
育活動がどのように行わ
れているのかを認識して
いる保護者を90％以上に
する。

・家族，友達，地域の方々
より先にあいさつを実践し
ている児童を80%以上に
する。



●いじめの問題へ
の対応

○教育相談の充実

・「教育相談週間」を設定したり，アンケートを実施したり
することにより，児童の悩みを十分把握できるようにす
る。
・日頃から児童の様子を観察し，いつでも，何でも話せ
る環境作りに努めるとともに，気になる児童については
適宜面談を行う。
・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと
十分に連絡や連携を取り，保護者への相談活動を充実
させる。

児童の評価が3.7と高いの
は、教育相談週間での個人
面談や生活アンケートの実
施、SCとの面談等を積極的に
行ってきたからであると思わ
れる。

・生活アンケートは継続し，児童の実態把握
に生かす。
・教育相談を希望する児童・保護者が増えて
いるので，相談時間の調整を図り，児童の気
持ちの安定に努めていく。

○食育の充実

・発達段階に応じてバランスよく食べることの大切さを指
導する。
・「食育だより」を計画的に発行し，食に関する意識を高
めるとともに栄養素について詳しく知らせ，食べ物につ
いての知識を発信する。
・学校からの様々な通信を使って，保護者へ食の大切さ
を啓発するとともに，食習慣改善の協力を依頼する。
・食に関する指導を，給食の時間に行う。

給食に苦手意識をもつ児童が
いる割には、児童の評価が
3.7と高い。苦手なものでも健
康のために頑張って食べよう
という気持ちが感じられる。

・児童への食に関する指導で定着を図るため
に，日々の給食時間の指導を充実させる。
・保護者の方への啓発方法を工夫する。

○健康的な生活習慣の
確立

・早寝，早起き，朝ごはんを励行することができるよう保
健委員会の活動や集会を活用し，各学級で指導に当た
る。
・病気の予防や健康増進に関する保健指導を季節の変
化に応じて実施する。

「早寝・早起き・朝ごはん」と
いった基本的な生活習慣の
評価については、3.1～3.3と
平均以上であるが、深夜まで
ゲームをしている、朝食を食
べないなど家庭での時間で課
題が見られる。

学校での取り組みをこまめに保護者へ知らせ
るとともに、生活習慣と、学力向上や情報モラ
ル、ゲーム・ネット依存と関連させた、保護者
への啓発活動を行っていく。

○幼保小連携の推進

・幼・保・小の合同会議を実施し相互理解を深めること
で，同じ目標に向かって子どもたちへの教育が行えるよ
うにする。
・生活科や総合的な学習の時間，及び学校行事等に園
児を招待し児童との交流を図る。

幼保小連携は教務主任、１年
生担任、養護教諭を中心とし
て連携を進めているので他学
年の担任及び級外の関りが
少なく、評価が低くなった。

・どのような形で交流会を行うかについては、
今後再考する必要がある。（時期、場所、移
動方法など）

○小中連携の推進

・学校運営協議会を合同で行い，児童・生徒の情報を共
有する。
・小・中で互いの授業参観及び授業研究会を通して，活
用力の向上を目指した授業づくりを行う。
・６年生に関する情報提供を積極的に行い，小学校卒
業と中学校入学の段差を小さくする。

活用力向上の研究授業を小
中学校が相互に授業を参観
し、指導方法について意見交
換ができたことで小中連携が
深まった。

・日常の授業も中学校の先生とＴＴで指導でき
れば、子どもたちも安心して進学できると考え
る。

●は共通評価項目、○は独自評価項目

「まとめ」
・指導力の向上では、教職員の自己評価平均3.0に対し、児童は3.8であった。年度初めに授業の流し方、「めあて」と「まとめ」を必ず入れることを全職員で共通理解、実践したことが児童の高評価につながった
と考えられる。
・授業におけるICT機器の積極的な活用は教職員の評価は2年前の3.6から3.2に下がっている。一方、保護者の評価は3.4、児童の評価は3.7である。教職員は電子黒板を活用した授業はほぼ毎日（特に国語、
算数）実施しているが、タブレットを活用した授業がまだまだと感じている教職員が多いからだと思われる。児童にとっては、電子黒板などICT機器の活用した授業が多く行われ、わかりやすいと感じているから
だと思われる。
・本校がある北方町はこれまでも大雨による通学路の冠水がよく見られるため、水難避難訓練をはじめ、火災・地震対策避難訓練、不審者対策避難訓練を行ってきた。昨年の大雨災害により北方町が大きな
被害を受けたこともあり、命を守るための安全意識が児童、保護者ともに高まり、学校の安全指導に対する理解が高まったことがわかる。

「次年度の取組」
・情報化社会は今後ますます進んでいく。今後はICT機器の積極的な活用だけでなく、児童への情報モラル教育を今まで以上に行っていく。また、PTAの会合で情報モラルについて保護者へ話をし、啓発活動を
行っていく。
・働き方改革を実現する上で、業務、行事の持ち方の見直しをする必要がある。何でも削減できるわけでなく、効率的にして、より生産性を高めて取り組む方法を探る。

●健康・体つくり

○幼保小中連携

・北方中学校区の学力お
よび活用力向上を目指し
た授業交流を行う。

４　　本年度のまとめ　・　次年度の取組

A

B

B

B

B

教
育
活
動

・児童一人ひとりの心の
状況を把握し，登校への
不安をもつ児童を減少さ
せる。

・学校での給食残食0を目
指すとともに，家庭でも偏
りなく食べることができる
ように食生活改善に関す
る啓発を家庭へも行う。

・基本的生活習慣を身に
付けている児童を90%以
上にする。

・幼保育園保育士との交
流を図るとともに，入学し
てくる子ども達への理解
を深める。


